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かずさ水道広域連合企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 

 

かずさ水道広域連合企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例

を次のように制定する。 

令和６年２月５日 

 

かずさ水道広域連合企業団広域連合企業長  渡 辺  芳 邦   

 

かずさ水道広域連合企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する

条例 

かずさ水道広域連合企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成３１年かずさ水

道広域連合企業団条例第２９号）の一部を次のように改正する。 

第１７条中「する職員」の次に「（第２号会計年度任用職員にあっては、任期が６月以上の者

その他の広域連合企業長が定める者に限る。以下この条において同じ。）」を加える。 

第２３条第２項及び第３項中「職員」の次に「（第２号会計年度任用職員にあっては、広域連

合企業長が定めるものを除く。）」を加える。 

第２３条の２第１項中「及び期末手当」を「、期末手当及び勤勉手当」に改め、同条第３項中

「含む」の次に「。次項において同じ」を加え、同条に次の１項を加える。 

４ 第１号会計年度任用職員の勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する第１号会計年度任用職員

（任期が６月以上の者その他の広域連合企業長が定める者（１週間当たりの勤務時間が広域連

合企業長が定める時間に満たない者を除く。）に限る。以下この項において同じ。）に対して

その者の作業又は勤務の成績に応じて支給する。これらの基準日前１月以内に退職した第１号

会計年度任用職員（広域連合企業長が定める第１号会計年度任用職員を除く。）についても、

同様とする。 

第２５条第２項中「、第８条及び第１７条」を「及び第８条」に改める。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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提案理由 

地方自治法の一部を改正する法律（令和５年法律第１９号）の施行を踏まえ、令和６年度から

会計年度任用職員に対し勤勉手当を支給するため、関係条例の整備をしようとするものである。 
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